
医療保険適用基本料
平成27年7月現在

保健種別 自己負担の場合
後期高齢者医療保険 75歳以上（一定障害者　65歳～74歳）　1割・3割『保険証に表記）
国民健康保険 74歳未満　　　　　　　　　　　　　1割・3割（保険証に表記）
健康保険 74歳未満　原則3割　　　　　　　義務教育就学前　2割

所要時間 30分～1時間30分 1割負担の場合 基準・要件等

基本療養費　　Ⅰ

基本療養費　　Ⅱ

基本療養費　　Ⅲ

看護師・理学療法士・作業療
法士、言語聴覚士による訪問

准看護師による訪問

難病等複数回訪問加算
（基本療養費に加算）

緊急訪問介護加算
（１日につき基本療養費に加算）

長時間訪問看護加算
（週１回、週３回）

基
本
療
養
費

療
養
費
管
理

乳幼児加算（１日につき）

複数名加算（１回/週）

夜間・早朝訪問介護加算
深夜訪問看護加算

管理療養費

退院時共同指導加算

特別管理指導加算
退院支援指導加算

24時間対応体制加算（１回/月）

特別管理加算

訪問介護情報提供療養費

555円/655円

505円/655円

555円/655円

505円/605円

278円/328円

253円/305円
850円

450円
800円

265円

520円

50円
430円

380円
300円

210円
420円

740円
298円

600円
200円
600円

540円
250円
500円

150円

同一日に2
人

同一日に3
人以上

看護師、理学療法
士、作業療法士、
言語聴覚士による
訪問

看護師、理学療法
士、作業療法士、
言語聴覚士による
訪問

准看護師による訪
問

准看護師による訪
問

週3日目まで/週4日目以降

週3日目まで/週4日目以降

週3日目まで/週4日目以降

入院中1回または2回
1日に2回訪問
1日に3回訪問

診療所・在宅支援診療所の
指示により訪問した場合

対象者の拡大あり
15歳未満の重症児（3回）

3歳児未満の乳幼児
複数名の看護職員が訪問した場合

准看護師
看護補助者
6時～8時、18時～22時
22時～翌6時

月の第1回目の訪問

2回目以降の訪問
1回または2回
特別な管理を要する方

重症度の高い方


